
 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 政策評価等に関する計画、平成 28 年度の実施状況等 

〔政府全体の状況〕 





1 各行政機関が行う政策評価 

(1)  政策評価に関する計画 

ア 計画期間 

表1 基本計画及び実施計画の計画期間 

基本 
計画 
期間

行政機関名 
計 画 期 間 の 設 定 状 況 

平成 
24年度 

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

5
年 

宮内庁＊ 

金融庁＊ 

消費者庁＊ 

復興庁 

総務省＊ 

法務省＊ 

外務省 

財務省＊ 

文部科学省 

厚生労働省 

農林水産省 

国土交通省＊ 

環境省＊ 

防衛省 

3 
年 

内閣府＊ 

公正取引委員会 

国家公安委員会・ 
警察庁＊ 
公害等調整委員会
＊ 

経済産業省 

そ
の
他 

個人情報保護委員
会 

原子力規制委員会 

基本 画 ）26 1 1 30 3 31

（ 計 期 ～

○ 基本計画（法第 6条第 1項）及び実施計画（法第 7条第 1 項）の計画期間の状況 

  各行政機関が定める基本計画（3 年以上 5 年以下の期間ごと）及び実施計画（1

年ごと）の計画期間については、表 1のとおりとなっている。 

①  基本計画の計画期間については、5 年と定めている機関が 14 機関、3 年と定

めている機関が 5機関、その他 2機関となっている。 

②  実施計画の計画期間については、会計年度（4月から翌年の 3月まで）としている機

関が 19 機関、その他 2機関となっている。 

（表 1） 

施 画 2 7 15 29 3 31

～
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（注）1  本表は、各行政機関の基本計画及び実施計画を基に作成した。 
2 「       」は基本計画の計画期間、「    」は実施計画の計画期間を表す。 
3 「行政機関名」欄において「＊」を付した行政機関は、実施計画において、評価書の作成・公表時期を計
画期間以降と定めているものがある。 

4 個人情報保護委員会は、特定個人情報保護委員会（平成 26年 1月 1日設置）を改組して、平成 28年 1月
1 日に、原子力規制委員会は、24 年 9 月 19 日に設置されたため、上記のような基本計画の期間となってい
る。 

5 文部科学省及び農林水産省は、実施計画の計画期間を計画策定日以降としているため、上記のような計画
期間となっている。 

イ 政策評価の対象とする政策及びその評価方式 

表2 事前評価の対象とする政策（義務付けられているもの以外）及び事前評価の評価方式 

行政機関名 
評価対象政策 

〔法第9条で義務付けられているもの以外〕 

事前評価において 

基本とする評価方式 

内閣府 ― 事業評価方式 

宮内庁 ― 事業評価方式 

公正取引委員会 
・ 義務付けられているもの以外の規制（実施に努め

る。） 
総合評価方式又は事業評価方
式 

国家公安委員会・
警察庁 ― 

事業評価方式（必要に応じ総合
評価方式） 

個人情報保護委員
会 ― 事業評価方式 

金融庁 

・ 新たな事業あるいは拡充を予定している事業のうち、
社会的影響又は予算規模の大きい事業 

・ 義務付けられている研究開発、公共事業、政府開発援
助に準じるもので、社会的影響の大きい政策 

事業評価方式 

消費者庁 ― 事業評価方式 

復興庁 ― 事業評価方式 

総務省 ・ 事前の検証が必要と認められる政策 事業評価方式 

公害等調整委員会 
・ 政策の見直し及び改善並びに新たな政策を行う場合
に必要に応じ実施 

― 

法務省 

・ 法務省所管に係る新規採択事業で事業費 10 億円以上
の施設の整備 

・ 政策所管部局等が評価対象として必要と認めるもので
あって、事前評価の方法が開発されているもの 

事業評価方式 

外務省 

・ 実施が義務付けられている法人税関係の租税特別措置
等以外の措置（特定行政目的の実現のために税負担の軽
減・繰延べを行うものに限る。）に係る政策（実施に努め
る。） 

総合評価方式＊ 

財務省 ・ 義務付けられているもの以外の政策（実施に努める。） 事業評価方式 

○ 事前評価の対象とする政策及びその評価方式（法第 6 条第 2項第 5 号）の状況

 事前評価については、法第 9 条の規定に基づき実施が義務付けられている政策

（一定の要件に該当する研究開発、公共事業、政府開発援助、規制及び租税特別措

置等）のほか、基本計画において、義務付けられていない評価についても実施又は

実施に努める旨を定めている行政機関及びその評価方法は、表 2のとおりである。 

（表 2）

文部科学省 ― 事業評価方式 
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厚生労働省 ― 事業評価方式 

農林水産省 

・ 産学官の連携、競争的環境の整備等、効率的かつ効果
的に研究を推進するための研究制度 

・ 基本方針により評価を行うよう努めるとされたその他
の税目関係の租税特別措置等に係る政策 

事業評価方式 

経済産業省 ― 事業評価方式＊ 

国土交通省 

・ 新たに導入を図ろうとする施策等（予算、財政投融資
（政策金融を含む。）等をいう。） 

・ 既存の施策等のうち、その改正、廃止、緩和、延長
等を図ろうとするもの

・ 公共事業のうち、維持・管理に係る事業、災害復旧に
係る事業等を除くすべての事業 

・ 重点的に推進する研究開発課題等 
・ 法施行令第 3 条第 7号及び第 8 号に規定する税目
以外の税目に係る租税特別措置等 

事業評価方式 

環境省 
・ 法人税、法人住民税及び法人事業税関係の租税特別措
置等以外の措置に係る政策（実施に努める。） 

事業評価方式＊ 

原子力規制委員会 ― 事業評価方式＊ 

防衛省 ― 事業評価方式 

（注） 1 本表は、各行政機関の基本計画を基に作成した。 
2 「事前評価において基本とする評価方式」欄において「＊」を付した行政機関は、採用する評価方式につ
いて基本計画に明記していないが、本表では、実際に採用している評価方式を記載した。 

○ 事後評価の対象とする政策及びその評価方式（法第 7 条第 2項）の状況 

事後評価については、毎年定める実施計画において、次の 3 類型の政策を事後評

価の対象とする政策として定めなければならないとされている。各行政機関におけ

る 3 類型ごとの政策の状況及びその評価方式については、表 3 のとおりとなってい

る。 

① 行政機関がその任務を達成するために社会経済情勢等に応じて実現すべき主

要な行政目的に係る政策として基本計画に掲げる政策（法第 7条第 2 項第 1号）

② 政策の決定後 5年経過しても着手していない政策（「未着手」（法第 7条第 2 項第 2

号イ））及び政策の決定後 10 年経過しても完了していない政策（「未了」（法第 7 条

第 2項第 2号ロ）） 

③ その他の政策（法第 7条第 2項第 3号）

（表 3） 
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表
3 

事
後
評
価
の
対
象
と
す
る
政
策
及
び
そ
の
評
価
方
式
 

行
政

機
関
名
 

主
要

な
行
政

目
的

に
係
る
政
策
と
し
て
基
本
計
画
に
掲
げ
る
政
策

（
法

第
7
条

第
2
項

第
1
号

）
未
着
手
・
未
了
の
政
策
 

そ
の

他
の
政

策
 

（
法
第
7条

第
2項

第
3号

）
事

業
評

価
方

式
 

実
績
評
価
方
式
 

総
合
評
価
方
式
 

未
着

手
 

（
法
第
7条

第
2項

第
2号

イ
）

未
了
 

（
法
第
7条

第
2項

第
2号

ロ
）

内
閣
府

＊
 

―
 

21
政
策
(4
8
施
策
) 
 

8
政
策
(
1
7
施
策
)
 

―
 

―
 

―

宮
内
庁

＊
 

1
政

策
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―

公
正

取
引
委

員
会

 
―

 
3
施
策
 

1
施
策
 

―
 

―
 

―

国
家
公
安
委
員
会
・
 

警
察
庁
＊
 

1
事

業
、

1
規
制

 
7
基
本
目
標
（
18

業
績
目
標
）
 

―
 

―
 

―
 

―

個
人
情
報
保
護
委
員

会
 

―
 

1
政
策
（
4
施
策
）
 

―
 

―
 

―
 

―

金
融
庁

＊
 

・
過

去
に

事
前
評

価
を

実
施

し
平
成

2
8

年
度

に
効

果
が

発
現

す
る

予
定

の
事

業
（

成
果

重
視

事
業

に
つ

い
て

は
、

平
成

2
8
年

度
中
の
効

果
発

現
予

定
の

有
無
に

関
わ

ら
ず
事

後
評

価
を

実
施

）
 

・
法

人
税

、
法

人
住

民
税

及
び

法
人

事
業

税
関

係
の

租
税

特
別

措
置

等
（

特
定

の
行

政
目

的
の

実
現

の
た

め
に

税
負

担
の

軽
減

・
繰

延
べ

を
行

う
も

の
に

限
る

。
）

に
係

る
政

策
等
 

2
0
施
策
 

―
 

―
 

―
 

―

消
費
者

庁
＊
 

―
 

1
0
施
策
 

―
 

―
 

―
 

―

復
興
庁
 

―
 

5
政
策
 

―
 

―
 

―
 

―

総
務
省

＊
 

・
法

第
9
条

の
規

定
に

基
づ

き
事
前
評

価
の

実
施

が
義

務
付

け
ら

れ
た

政
策

（
研

究
開
発

及
び

公
共

事
業

に
限
る
。）

で
あ

っ
て

、
事

後
の

検
証

が
必

要
と

認
め

ら
れ

る
も

の
 

・
国

税
に

お
け

る
租

税
特

別
措

置
及

び
地

方
税

に
お

け
る

税
負

担
軽

減
措

置
等

（
特

定
の

行
政

目
的

の
実

現
の

た
め

に
税

負
担

の
軽

減
・

繰
延

べ
を

行
う

も
の

に
限

る
。
）
の
う

ち
法

人
税
、
法
人
住
民

税
及

び
法
人

事
業

税
に

係
る

も
の
 

8
政
策
 

―
 

―
 

―
 

―

公
害

等
調

整
委

員
会

＊
―

 
2
政
策
（
4
目
標
）
 

―
 

―
 

―
 

―

法
務
省

＊
 

4
施
策
（

法
務
に

関
す

る
調

査
研
究
及
び

施
設

の
整
備

）
 

1
7
施
策
 

1
施
策
 

―
 

―
 

―

外
務
省
 

―
 

4
基
本
目
標
（
10

施
策
）
 

―
 

1
政
府
開
発
援
助
 

（
総
合
評
価
方
式
）
 

17
政
府
開
発
援
助
 

（
総
合
評
価
方
式
）
 

―

財
務
省

＊
 

11
租

税
特

別
措

置
等
 

6
総
合
目
標
、
11

政
策
目
標
 

―
 

―
 

―
 

―
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文
部
科

学
省
 

法
施

行
令
第

3
条

第
7
号
及

び
第

8
号

に
掲

げ
る

政
策

を
対

象
と

し
て

事
前

評
価

を
実

施
し

た
税

制
改

正
要

望
に

つ
い

て
、
そ
の

要
望
ご

と
に
、
5
年
後
を
め
ど

と
し

て
実

施
す

る
。

（
既

存
の

租
税

特
別

措
置

等
の

拡
充

又
は

延
長

の
要

望
に

際
し

て
事

前
評

価
を

行
っ

た
場

合
を

除
く

。
）
 

7
施
策
目
標
 

実
績

評
価

等
で

明
ら

か
に

な
っ

た
個

別
の

政
策

課
題

（
必

要
に

応
じ
て
実
施
）
 

―
 

―
 

実
施

計
画

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

別
に

定
め

る
必
要

な
事

項

厚
生
労

働
省
 

1
成

果
重

視
事
業

 
14

施
策
目
標
 

―
 

―
 

公
共

事
業
（

水
道

施
設

整
備

事
業

評
価

実
施

要
領

で
規
定

）
 

（
事

業
評
価

方
式

）
 

・
施
策
目
標
の
う
ち
総

合
評
価
を
実
施
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
 

・
指
標
の
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
結
果
に
よ
り
評
価
の

必
要
が
生
じ
た
政
策
 

・
総
合
科
学
技
術
会
議

に
お
い
て
対
象
と
す
る

こ
と
と
さ
れ
た
研
究
開

発
等

農
林
水

産
省
 

4
1
公

共
事

業
（

期
中

）
 

4
9
公

共
事

業
（

完
了

後
）
 

6
研

究
開

発
 

4
租

税
特

別
措
置

等

1
6
政
策
分
野
 

1
政
策
分
野
 

―
 

1
0
公

共
事
業
 

（
事

業
評
価

方
式

）
 

―
 

経
済
産
業
省
 

1
9
租

税
特

別
措

置
等
 

27
施
策
 

―
 

―
 

―
 

―
 

国
土
交

通
省
＊
 

4
1
8
公

共
事
業
（

期
中

）
 

6
7
公

共
事

業
（

完
了

後
）
 

1
研

究
開

発
課
題

（
期
中
）
 

3
3
研

究
開

発
課

題
（
終
了
時
）
 

4
租

税
特

別
措
置

等
 

―
 

8
テ
ー
マ
 

―
 

―
 

―
 

環
境
省
＊
 

―
 

5
施
策
(
2
1
目
標
)
 

―
 

―
 

―
 

租
税

特
別

措
置

等
に

係
る

政
策

に
つ

い
て

、
期

限
の

定
め

の
な

い
措

置
や

1
0

年
以

上
に

わ
た

っ
て

存
続

し
て

い
る

措
置

原
子
力
規
制
委
員
会
 

―
 

6
施
策
目
標
 

―
 

―
 

―
 

―
 

防
衛
省
 

5
租

税
特

別
措
置

等
 

2
5
施
策
 

―
 

―
 

―
 

―
 

計
 

1
2
機
関
 

19
機
関
 

6
機
関
 

1
機

関
 

3
機

関
 

3
機

関
 

（
注
）
1
 
本
表
は
、
各
行
政
機
関
の
基
本
計
画
及
び
実
施
計
画
を
基
に
作
成
し
た
。
 

2
 
成
果
重
視
事
業
と
は
、
「
経
済
財
政
運
営
と
構
造
改

革
に
関
す
る
基
本
方
針

2
0
0
5
」
（
平
成

1
7
年

6
月

2
1
日
閣
議

決
定
）
に
基
づ
き
、
明
確
な
目
標
設
定
と
弾
力
的
な
予
算
執
行
に
よ
っ
て
、
事
業
の
効
率
化
を
目

指
す
も
の
で
あ
る
。
 

3
 
外
務
省
の
実
施
計
画
で
は
評
価
方
式
を
明
示
し
て
い
な
い
が
、
基
本
計
画
に
お
い
て
事
後
評
価
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
実
績
評
価
を
基
本
と
す
る
旨
定
め
て
い
る
。
 

4
 
経
済
産
業
省
の
実
施
計
画
で
は
評
価
方
式
を
明
示
し
て
い
な
い
が
、
基
本
計
画
に
お
い
て
事
後
評
価
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
実
績
評
価
を
原
則
と
す
る
旨
定
め
て
い
る
。
 

5
 
「
＊
」
を
付
し
た
行
政
機
関
は
、
実
施
計
画
に
お
い
て
、
評
価
書
の
作
成
・
公
表
時
期
を
計
画
期
間
以
降
と
定
め
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
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(2) 政策評価の実施 

 ア 評価実施件数等 

 
 
 

        

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 政策評価の実施状況（評価実施件数等） 

  各行政機関において行われた評価実施件数、その対象とした政策及び評価方式に

ついては、表4のとおりとなっている。 

①  各行政機関において行われた評価実施件数の合計は、2,130件である（平成27

年度2,657件）。 

②  これらを事前評価・事後評価別にみると、図1のとおり、事前評価が858件、

事後評価が1,272件となっており、その内容は次のとおりである。 

・ 事前評価については、図2のとおり、法で義務付けられている特定5分野の政

策（研究開発、公共事業、政府開発援助、規制及び租税特別措置等をいう。）

を対象としたものは841件となっており、上位3分野の件数をみると、公共事業

を対象とした評価（事業評価方式）が最も多く397件、次いで租税特別措置等

を対象とした評価（事業評価方式）が151件、規制を対象とした評価（事業評

価方式）が128件の順となっている。 

・ 事後評価については、図3のとおり、未着手・未了の事業（公共事業、政府

開発援助等）を対象としたものが最も多く590件、次いで完了後・終了時の事

業等（研究開発課題、公共事業等）を対象としたものが375件となっており、

一般分野の政策を対象とした目標管理型の政策評価（実績評価方式）は、250

件となっている。 

（表 4、図 1、図 2、図 3） 
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表
4
 
政
策
評
価
の
実
施
状
況
（
評
価
実
施
件
数
等
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
単
位
：
件
）
 

行
政

機
関
名
 

事
 

前
 
評
 
価
 

事
 

後
 
評

 
価

 
 

公
共
事
業

（
官
庁
営

繕
事
業
等

を
含
む
）

を
対
象

（
事
業
評

価
方
式
）
 

租
税
特
別

措
置
等
を

対
象
（
事

業
評
価
方

式
）
 

規
制
を
対

象
（
事
業

評
価
方

式
）
 

研
究
開
発

課
題
を
対

象
（
事
業

評
価
方

式
）
 

政
府
開
発

援
助
を
対

象
（
総
合

評
価
方

式
）
 

一
般
分
野

の
政
策
を

対
象
（
事

業
評
価
方

式
）
 

小
計
 

実
施
中
の
政
策
(未

着
手
・
未
了
除
く
) 

未
着
手
・
未
了
 

完
了
後
・
終
了
時
 

小
計
 

合
計
 

一
般
分
野
の
政
策
を
対
象
 

租
税

特
別

措
置

等
を

対
象（

事
業

評
価

方
式
）
 

公
共

事
業（

官
庁

営
繕

事
業

等
を

含
む
）を

対
象（

事
業

評
価

方
式
）
 

政
府

開
発

援
助

を
対

象
（

総
合

評
価

方
式
）
 

研
究
開

発
課
題

を
対
象

（
事
業

評
価
方

式
）
 

研
究
開

発
課
題

を
対
象

（
事
業

評
価
方

式
）
 

公
共

事
業（

官
庁

営
繕
事

業
等
を

含
む
）を

対
象（

事
業

評
価

方
式
）
 

一
般
分

野
の
政

策
を
対

象（
事
業

評
価
方

式
）
 

目
標
管

理
型
の

政
策
評

価
（
実

績
評
価
 

方
式
）
 

左
記
以
外
 

総
合

評
価

方
式

 

事
業

評
価

方
式
 

内
閣
府
 

0 
1
9 

0 
0 

0 
0 

1
9 

4
1 

2 
0 

1 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
4
4 

6
3 

宮
内
庁
 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

公
正
取
引
委
員
会
 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
3 

1 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
4 

4 

国
家

公
安
委

員
会
･警

察
庁
 

0 
1 

0 
0 

0 
0 

1 
1
8 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
1
8 

1
9 

個
人

情
報

保
護

委
員

会
 

0 
0 

3 
0 

0 
0 

3 
4 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
4 

7 

金
融
庁
 

0 
5 

1
3 

0 
0 

0 
1
8 

2
0 

0 
1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
2
1 

3
9 

消
費
者
庁
 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
1
1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
1
1 

1
1 

復
興
庁
 

0 
1 

0 
0 

0 
0 

1 
5 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
5 

6 

総
務
省
 

0 
7 

8 
5 

0 
0 

2
0 

8 
0 

0 
1 

0 
0 

0 
8 

0 
0 

1
7 

3
7 

公
害
等

調
整

委
員

会
 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

法
務
省
 

0 
0 

0 
0 

0 
2 

2 
9 

0 
1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

8 
1
8 

2
0 

外
務
省
 

0 
0 

0 
0 

6
9 

0 
6
9 

1
0 

0 
0 

1 
0 

1
8 

0 
0 

0 
0 

2
9 

9
8 

財
務
省
 

0 
3 

0 
0 

0 
0 

3 
3
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
3
0 

3
3 

文
部
科
学
省
 

0 
5 

0 
1
3 

0 
0 

1
8 

7 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

7 
2
5 

厚
生
労
働
省
 

4 
1
2 

3
3 

2
7 

0 
0 

7
6 

1
4 

6 
1 

1 
1
6 

0 
0 

1
62
 

0 
0 

2
00
 

2
76
 

農
林
水
産
省
 

1
58
 

2
4 

2 
5 

0 
0 

1
89
 

1
6 

1 
0 

9 
7
7 

0 
0 

6 
9
2 

0 
2
01
 

3
90
 

経
済
産
業
省
 

0 
3
2 

1
5 

8 
0 

0 
5
5 

2
7 

0 
0 

1
6 

7 
0 

0 
0 

0 
0 

5
0 

1
05
 

国
土
交
通
省
 

2
35
 

3
3 

3
5 

3
0 

0 
1
5 

3
48
 

0 
4 

0 
4 

4
71
 

0 
1 

3
2 

6
7 

0 
5
79
 

9
27
 

環
境
省
 

0 
4 

1
8 

0 
0 

0 
2
2 

2
1 

0 
0 

2 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
2
3 

4
5 

原
子
力

規
制

委
員

会
 

0 
0 

1 
0 

0 
0 

1 
6 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
6 

7 

防
衛
省
 

0 
5 

0 
8 

0 
0 

1
3 

0 
0 

0 
5 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

5 
1
8 

計
 

3
97
 

1
51
 

1
28
 

9
6 

6
9 

1
7 

8
58
 

2
50
 

1
4 

3 
4
0 

5
71
 

1
8 

1 
2
08
 

1
59
 

8 

1
,2
7
2 

2
,1
3
0 

8
41
 

3
07
 

5
90
 

3
75
 

 （
注
）

1
 
「
事
前
評
価
」
欄
の
「
公
共
事
業
を
対
象
」
、
「
租
税

特
別
措
置
等
を
対
象
」
、
「
規
制
を
対
象
」
及
び
「
研
究
開
発
課
題
を
対
象
」
の
各
欄
に
は
、
法
第

9
条
の
規
定
に
よ
り
事
前
評
価
の
実
施
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る

も
の
の
ほ
か
、

各
行
政
機
関
が
自
主
的
に
評
価
を
実
施
し
て
い
る
も
の
が
含
ま
れ
る
（
以
下
表

6
に
お
い
て
同
じ
。
）
。
 

2
 
「
事
前
評
価
」
欄
の
「
規
制
を
対
象
」
欄
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
一
つ
の
評
価
書
で
複
数
の
評
価
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
、
当
該

評
価
の
数
を
実
施
件
数
と
し
て
計
上
し
た
（
以
下
表

6
に

お
い
て
同
じ
。
）
。
 

3
 
「
事
後
評
価
」
欄
の
「
未
着
手
・
未
了
」
欄
に
は
、
法
第

7
条
第

2
項
第

2
号
の
規
定
に
よ
り
事
後
評
価
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
の
ほ
か
、
各
行
政
機
関
が
自
主
的
に
評
価
を
実
施
し
て
い
る
も
の
が
含
ま
れ
る

（
以
下
表

6
に

お
い
て
同
じ
。
）
。
 

4
 
「
一
般
分
野
の
政
策
」
と
は
、
特
定

5
分
野

の
政
策
を
除
く
政
策
を
い
う
（
以
下
表

6
に
お

い
て
同
じ
。
）
。
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図1 政策評価の実施状況（事前・事後別評価実施件数） 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2 事前評価の対象別の実施状況（評価実施件数） 
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858件
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151件

規制

128件

研究開発課題
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政府開発援助
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図3 事後評価の対象別の実施状況（評価実施件数） 

 

 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

イ 目標管理型の政策評価の取組状況 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施中の政策（未着

手・未了を除く）

307件

未着手・未了

590件

完了後・終了時

375件

目標管理型

の政策評価

250件

目標管理型以外

57件

事後評価 1,272件 

○ 共通 5区分による評価結果の状況 

① 目標管理型の政策評価は、評価対象施策の進捗状況を横断的に分かりやすく把握

できるようにするために、各行政機関共通の 5 区分で目標の達成度合いを明示する

こととされている（「目標管理型の政策評価の実施に関するガイドライン」（平成 25

年 12 月 20日政策評価各府省連絡会議了承）3(1)）。 

② 各行政機関において行われた目標管理型の政策評価の合計は 250件となっている。 

共通 5 区分による評価結果の状況をみると、表 5 のとおり、「目標超過達成」が 1

件（0.4％）、「目標達成」が 90 件（36.0％）、「相当程度進展あり」が 146 件（58.4％）、

「進展が大きくない」が 12 件（4.8％）、「目標に向かっていない」が 0 件（0.0％）

等であり、「相当程度進展あり」以上の割合は、94.8％となっている。 

なお、全ての評価結果が「相当程度進展あり」以上としている機関は、平成 28 年

度目標管理型の政策評価を実施している 17機関中 10機関となっている。 

（表 5） 
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表 5 共通 5 区分による評価結果の状況                         （単位：件）

（注）1 宮内庁は、目標管理型の政策評価の対象となる政策がないため、評価を実施していない。 
   2 公害等調整委員会、国土交通省及び防衛省は、平成 28 年度においては、全施策についてあらかじめ設定した目標

等の達成度の実績の測定（モニタリング）を実施しているが、評価は実施していない。 
   3 「その他」は、評価書の公表時点で、目標達成度合いを判断するためのデータが間に合わなかったため、共通 5 区

分による区分を行っていないものである。

行政機関名 
目標超過

達成 
目標達成 

相当程度進

展あり 

進展が大

きくない 

目標に向

かってい

ない 

その他 計 

内閣府   12 22 5 0 1 41 

宮内庁  － － － － － － 

公正取引委員会 0 

－

1

0 3 0 0 0 3 

0 2 14 2 0 0 18 

個人情報保護委員会 0 1 3 0 0 0 4 

金融庁 0 8 12 0 0 0 20 

消費者庁 0 8 3 0 0 0 11 

復興庁 0 1 4 0 0 0 5 

総務省 0 2 6 0 0 0 8 

公害等調整委員会 0 0 0 0 0 0 0 

法務省 0 6 3 0 0 0 9 

外務省 0 4 6 0 0 0 10 

財務省   21 8 1 0 0 30 

文部科学省 0 3 4 0 0 0 7 

厚生労働省 0 

0 

4 9 1 0 0 14 

農林水産省 0 5 10 1 0 0 16 

経済産業省 0 3 23 1 0 0 27 

国土交通省 0 0 0 0 0 0 0 

環境省 0 

0 

8 12 1 0 0 21 

原子力規制委員会  2 4 0 0 0 6

防衛省 0 0 0 0 0 0 0 

計 
1 

（0.4％） 

90 

（36.0％） 

146 

（58.4％） 

12 

（4.8％） 

0 

（0.0％） 

1 

（0.4％） 

250  

（100％） 

国家公安委員会・

警察庁 
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 (3) 政策評価の政策への反映 

○ 政策評価の政策への反映状況 

① 事前評価が行われた政策については、評価結果を踏まえ、法令改正、税制改正要

望、事業の採択、予算概算要求等に反映しており、このうち予算概算要求に反映した

ものは、表6のとおり、158件となっている。 

② 事後評価のうち、目標管理型の政策評価（250件）及び未着手・未了の事業（公共

事業、政府開発援助等）を対象とした評価（590件）の評価結果の政策への反映状況

は、次のとおりである。 

・ 目標管理型の政策評価については、これまでの取組を引き続き推進することとし

たものが201件、評価対象政策の改善・見直しを実施することとしたものが45件、

評価対象政策を廃止したものは0件等となっており、このうち、評価結果を予算概

算要求に反映したものは199件となっている。 

また、評価結果を踏まえた事前分析表の変更状況をみると、「達成すべき目標」

を変更したものは6件、「測定指標」を変更したものは104件、「達成手段」を変更し

たものは18件などとなっている。 

・ 未着手・未了の事業（公共事業、政府開発援助等）を対象とした評価については、

評価対象政策を休止又は中止することとしたものは、表7のとおり、2行政機関の2

事業（1公共事業、1政府開発援助）であり、総事業費は合計約1,727（1,321）億円、

残事業費は合計約1,150（743）億円となっている。 

なお、法が施行された平成14年度から28年度までの15年間で、休止又は中止する

こととした公共事業等は、表8のとおり、合計318事業、総事業費の合計は約55,818

（55,412）億円となっている。 

・ また、政策評価結果を踏まえた政策への反映の事例は、表9のとおりとなってい

る。 

（表 6、表 7、表 8、表 9） 
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表6 政府全体の政策評価の政策への反映状況（事前評価・事後評価）
（事前評価） （単位：件）

公共事業
（官庁営繕
事業等を含
む）を対象

租税特別措
置等を対象

研究開発課
題を対象

規制を対象
政府開発援
助を対象

一般分野の
政策を対象

計

397 151 96 128 69 17 858

397 151 96 128 69 17 858

33 0 88 0 23 14 158

（事後評価） （単位：件）

目標管理型
の政策評価

左記以外

250 17 0 40 590 375 1,272

250 17 0 40 590

201 16 0 40 568

45 0 0 0 20

評価対象政策
の重点化等

41 0 0 0 20

評価対象政策
の一部の廃止、
休止又は中止

0 0 0 0 0

0 0 0 0 2

4 1 0 0 0

199 2 0 0 37

116

6

104

18

24

101

33

（注） 1 事前評価については、評価結果を踏まえ、法令改正、税制改正要望、事業の採択、予算概算要求等に反映している。

 2 事前評価の結果、平成29年度機構・定員要求に反映したものは1件（定員要求1件）である。

 3 事後評価の結果、平成29年度機構・定員要求に反映したものは75件（機構要求24件、定員要求72件）である。

 4 「評価対象政策の改善・見直し」のうち、「評価対象政策の重点化等」は、既存事業等を廃止・縮小し新規事業等を創設・拡充したもの、

 複数事業の統合により効率化を図ったもの等である。

 5 「評価対象政策の改善・見直し」には、「評価対象政策の重点化等」に該当するもののほか、既存の政策の拡充又は新規の政策の創設

 をしたものが4件ある。

 6 「事前分析表の変更」の件数は、「達成すべき目標」、「測定指標を変更」、「達成手段を変更」及び「その他の変更」をした政策の実数で

 ある。

 7 「未定・検討中等」は、政策評価を実施した後に当該政策に係る事前分析表を作成していない、政策評価の対象が前年度と異なるため

   に変更の対象となる事前分析表を作成できない等の理由により、評価結果を踏まえた事前分析表の変更の内容が未定・検討中等のもの

   である。

 8 宮内庁及び公害等調整委員会は、平成28年度の評価対象政策がないため、行政機関別の表は未作成である。

 9 各行政機関における政策評価の結果及びこれらの政策への反映状況については、総務省ホームページ（http://www.soumu.go.jp/me

    nu_news/s-news/100319_028.html）参照

評価実施件数

政策評価の結果の政策
への反映

予算概算要求への反映

その他の変更

予算概算要求への反映

未着手・未
了の事業（
公共事業、
政府開発援
助等を対
象）

完了後・終
了時の事業
等（研究開
発課題、公
共事業等を
対象）

計
一般分野の政策を対象

規制を対象
租税特別措
置等を対象

実施中の政策（未着手・未了除く）

事前分析表の変更なし

未定・検討中等

評価実施件数

政策評価の結果の政策
への反映

これまでの取組を引き続
き推進

評価対象政策の改善・
見直しを実施

評価対象政策を廃止、
休止又は中止

その他

事前分析表の変更

達成すべき目標を変更

測定指標を変更

達成手段を変更
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表6-1 内閣府の政策評価の政策への反映状況（事前評価・事後評価）
（事前評価） （単位：件）

公共事業
（官庁営繕
事業等を含
む）を対象

租税特別措
置等を対象

研究開発課
題を対象

規制を対象
政府開発援
助を対象

一般分野の
政策を対象

計

0 19 0 0 0 0 19

0 19 0 0 0 0 19

0 0 0 0 0 0 0

（事後評価） （単位：件）

目標管理型
の政策評価

左記以外

41 2 0 1 0 0 44

41 2 0 1 0

37 1 0 1 0

1 0 0 0 0

評価対象政策
の重点化等 1 0 0 0 0

評価対象政策
の一部の廃止、
休止又は中止

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

3 1 0 0 0

33 0 0 0 0

19

0

15

1

6

19

3

（注） 1 事後評価の「政策評価の結果の政策への反映」の「その他」は、事業実施主体の移行により、施策が終了したものである。

 2 事後評価の結果、平成29年度機構・定員要求に反映したものは2件（定員要求2件）である。

 3 各評価対象政策の結果及びこれらの政策への反映状況については、総務省ホームページ（http://www.soumu.go.jp/main_content/00

   0482050.pdf）参照

事前分析表の変更なし

未定・検討中等

評価実施件数

政策評価の結果の政策
への反映

これまでの取組を引き続
き推進

評価対象政策の改善・
見直しを実施

評価対象政策を廃止、
休止又は中止

その他

予算概算要求への反映

事前分析表の変更

達成すべき目標を変更

測定指標を変更

その他の変更

未着手・未
了の事業（
公共事業、
政府開発援
助等を対
象）

完了後・終
了時の事業
等（研究開
発課題、公
共事業等を
対象）

計
一般分野の政策を対象

規制を対象
租税特別措
置等を対象

実施中の政策（未着手・未了除く）

評価実施件数

政策評価の結果の政策
への反映

予算概算要求への反映

達成手段を変更
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表6-3 公正取引委員会の政策評価の政策への反映状況（事前評価・事後評価）
（事前評価） （単位：件）

公共事業
（官庁営繕
事業等を含
む）を対象

租税特別措
置等を対象

研究開発課
題を対象

規制を対象
政府開発援
助を対象

一般分野の
政策を対象

計

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

（事後評価） （単位：件）

目標管理型
の政策評価

左記以外

3 1 0 0 0 0 4

3 1 0 0 0

3 1 0 0 0

0 0 0 0 0

評価対象政策
の重点化等 0 0 0 0 0

評価対象政策
の一部の廃止、
休止又は中止

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

3 1 0 0 0

2

0

2

0

0

1

0

（注） 1 事後評価の結果、平成29年度機構・定員要求に反映したものは2件（機構要求1件、定員要求2件）である。

 2 各評価対象政策の結果及びこれらの政策への反映状況については、総務省ホームページ（http://www.soumu.go.jp/main_content/00

    0482051.pdf）参照

事前分析表の変更なし

未定・検討中等

評価実施件数

政策評価の結果の政策
への反映

これまでの取組を引き続
き推進

評価対象政策の改善・
見直しを実施

評価対象政策を廃止、
休止又は中止

その他

予算概算要求への反映

事前分析表の変更

達成すべき目標を変更

測定指標を変更

達成手段を変更

その他の変更

未着手・未
了の事業（
公共事業、
政府開発援
助等を対
象）

完了後・終
了時の事業
等（研究開
発課題、公
共事業等を
対象）

評価実施件数

政策評価の結果の政策
への反映

予算概算要求への反映

計
一般分野の政策を対象

規制を対象
租税特別措
置等を対象

実施中の政策（未着手・未了除く）

- 28 -



表6-4 国家公安委員会・警察庁の政策評価の政策への反映状況（事前評価・事後評価）
（事前評価） （単位：件）

公共事業
（官庁営繕
事業等を含
む）を対象

租税特別措
置等を対象

研究開発課
題を対象

規制を対象
政府開発援
助を対象

一般分野の
政策を対象

計

0 1 0 0 0 0 1

0 1 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0

（事後評価） （単位：件）

目標管理型
の政策評価

左記以外

18 0 0 0 0 0 18

18 0 0 0 0

18 0 0 0 0

0 0 0 0 0

評価対象政策
の重点化等 0 0 0 0 0

評価対象政策
の一部の廃止、
休止又は中止

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

16 0 0 0 0

9

1

5

5

7

9

0

（注） 1 事後評価の結果、平成29年度機構・定員要求に反映したものは10件（機構要求1件、定員要求10件）である。

 2 各評価対象政策の結果及びこれらの政策への反映状況については、総務省ホームページ（http://www.soumu.go.jp/main_content/00

    0482052.pdf）参照

事前分析表の変更なし

未定・検討中等

評価実施件数

政策評価の結果の政策
への反映

これまでの取組を引き続
き推進

評価対象政策の改善・
見直しを実施

評価対象政策を廃止、
休止又は中止

その他

予算概算要求への反映

事前分析表の変更

達成すべき目標を変更

測定指標を変更

達成手段を変更

その他の変更

未着手・未
了の事業（
公共事業、
政府開発援
助等を対
象）

完了後・終
了時の事業
等（研究開
発課題、公
共事業等を
対象）

評価実施件数

政策評価の結果の政策
への反映

予算概算要求への反映

計
一般分野の政策を対象

規制を対象
租税特別措
置等を対象

実施中の政策（未着手・未了除く）
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表6-5 個人情報保護委員会の政策評価の政策への反映状況（事前評価・事後評価）
（事前評価） （単位：件）

公共事業
（官庁営繕
事業等を含
む）を対象

租税特別措
置等を対象

研究開発課
題を対象

規制を対象
政府開発援
助を対象

一般分野の
政策を対象

計

0 0 0 3 0 0 3

0 0 0 3 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0

（事後評価） （単位：件）

目標管理型
の政策評価

左記以外

4 0 0 0 0 0 4

4 0 0 0 0

4 0 0 0 0

0 0 0 0 0

評価対象政策
の重点化等 0 0 0 0 0

評価対象政策
の一部の廃止、
休止又は中止

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2 0 0 0 0

1

0

1

0

0

3

0

（注） 1 事後評価の結果、平成29年度機構・定員要求に反映したものは3件（定員要求3件）である。

 2 各評価対象政策の結果及びこれらの政策への反映状況については、総務省ホームページ（http://www.soumu.go.jp/main_content/00

    0482053.pdf）参照

事前分析表の変更なし

未定・検討中等

評価実施件数

政策評価の結果の政策
への反映

これまでの取組を引き続
き推進

評価対象政策の改善・
見直しを実施

評価対象政策を廃止、
休止又は中止

その他

予算概算要求への反映

事前分析表の変更

達成すべき目標を変更

測定指標を変更

達成手段を変更

その他の変更

未着手・未
了の事業（
公共事業、
政府開発援
助等を対
象）

完了後・終
了時の事業
等（研究開
発課題、公
共事業等を
対象）

評価実施件数

政策評価の結果の政策
への反映

予算概算要求への反映

計
一般分野の政策を対象

規制を対象
租税特別措
置等を対象

実施中の政策（未着手・未了除く）
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表6-6 金融庁の政策評価の政策への反映状況（事前評価・事後評価）
（事前評価） （単位：件）

公共事業
（官庁営繕
事業等を含
む）を対象

租税特別措
置等を対象

研究開発課
題を対象

規制を対象
政府開発援
助を対象

一般分野の
政策を対象

計

0 5 0 13 0 0 18

0 5 0 13 0 0 18

0 0 0 0 0 0 0

（事後評価） （単位：件）

目標管理型
の政策評価

左記以外

20 1 0 0 0 0 21

20 1 0 0 0

7 1 0 0 0

13 0 0 0 0

評価対象政策
の重点化等 13 0 0 0 0

評価対象政策
の一部の廃止、
休止又は中止

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

14 0 0 0 0

20

2

20

0

0

0

0

（注） 1 事後評価の結果、平成29年度機構・定員要求に反映したものは12件（機構要求7件、定員要求11件）である。

 2 各評価対象政策の結果及びこれらの政策への反映状況については、総務省ホームページ（http://www.soumu.go.jp/main_content/00

    0482054.pdf）参照

事前分析表の変更なし

未定・検討中等

評価実施件数

政策評価の結果の政策
への反映

これまでの取組を引き続
き推進

評価対象政策の改善・
見直しを実施

評価対象政策を廃止、
休止又は中止

その他

予算概算要求への反映

事前分析表の変更

達成すべき目標を変更

測定指標を変更

その他の変更

未着手・未
了の事業（
公共事業、
政府開発援
助等を対
象）

完了後・終
了時の事業
等（研究開
発課題、公
共事業等を
対象）

計
一般分野の政策を対象

規制を対象
租税特別措
置等を対象

実施中の政策（未着手・未了除く）

評価実施件数

政策評価の結果の政策
への反映

予算概算要求への反映

達成手段を変更
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表6-7 消費者庁の政策評価の政策への反映状況（事前評価・事後評価）
（事前評価） （単位：件）

公共事業
（官庁営繕
事業等を含
む）を対象

租税特別措
置等を対象

研究開発課
題を対象

規制を対象
政府開発援
助を対象

一般分野の
政策を対象

計

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

（事後評価） （単位：件）

目標管理型
の政策評価

左記以外

11 0 0 0 0 0 11

11 0 0 0 0

7 0 0 0 0

3 0 0 0 0

評価対象政策
の重点化等 3 0 0 0 0

評価対象政策
の一部の廃止、
休止又は中止

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 0 0 0 0

10 0 0 0 0

10

0

10

2

2

0

1

（注） 1 事後評価の「政策評価の結果の政策への反映」の「その他」は、事業実施主体の移行により、施策が終了したものである。

 2 事後評価の結果、平成29年度機構・定員要求に反映したものは6件（機構要求2件、定員要求6件）である。

 3 各評価対象政策の結果及びこれらの政策への反映状況については、総務省ホームページ（http://www.soumu.go.jp/main_content/00

    0482055.pdf）参照

事前分析表の変更なし

未定・検討中等

評価実施件数

政策評価の結果の政策
への反映

これまでの取組を引き続
き推進

評価対象政策の改善・
見直しを実施

評価対象政策を廃止、
休止又は中止

その他

予算概算要求への反映

事前分析表の変更

達成すべき目標を変更

測定指標を変更

その他の変更

未着手・未
了の事業（
公共事業、
政府開発援
助等を対
象）

完了後・終
了時の事業
等（研究開
発課題、公
共事業等を
対象）

計
一般分野の政策を対象

規制を対象
租税特別措
置等を対象

実施中の政策（未着手・未了除く）

評価実施件数

政策評価の結果の政策
への反映

予算概算要求への反映

達成手段を変更
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表6-8 復興庁の政策評価の政策への反映状況（事前評価・事後評価）
（事前評価） （単位：件）

公共事業
（官庁営繕
事業等を含
む）を対象

租税特別措
置等を対象

研究開発課
題を対象

規制を対象
政府開発援
助を対象

一般分野の
政策を対象

計

0 1 0 0 0 0 1

0 1 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0

（事後評価） （単位：件）

目標管理型
の政策評価

左記以外

5 0 0 0 0 0 5

5 0 0 0 0

3 0 0 0 0

2 0 0 0 0

評価対象政策
の重点化等

2 0 0 0 0

評価対象政策
の一部の廃止、
休止又は中止

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

4 0 0 0 0

0

0

0

0

0

5

0

（注） 1 事後評価の結果、平成29年度機構・定員要求に反映したものは1件（定員要求1件）である。

 2 各評価対象政策の結果及びこれらの政策への反映状況については、総務省ホームページ（http://www.soumu.go.jp/main_content/00

    0482056.pdf）参照

事前分析表の変更なし

未定・検討中等

評価実施件数

政策評価の結果の政策
への反映

これまでの取組を引き続
き推進

評価対象政策の改善・
見直しを実施

評価対象政策を廃止、
休止又は中止

その他

予算概算要求への反映

事前分析表の変更

達成すべき目標を変更

測定指標を変更

その他の変更

未着手・未
了の事業（
公共事業、
政府開発援
助等を対
象）

完了後・終
了時の事業
等（研究開
発課題、公
共事業等を
対象）

計
一般分野の政策を対象

規制を対象
租税特別措
置等を対象

実施中の政策（未着手・未了除く）

評価実施件数

政策評価の結果の政策
への反映

予算概算要求への反映

達成手段を変更
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表6-9 総務省の政策評価の政策への反映状況（事前評価・事後評価）
（事前評価） （単位：件）

公共事業
（官庁営繕
事業等を含
む）を対象

租税特別措
置等を対象

研究開発課
題を対象

規制を対象
政府開発援
助を対象

一般分野の
政策を対象

計

0 7 5 8 0 0 20

0 7 5 8 0 0 20

0 0 5 0 0 0 5

（事後評価） （単位：件）

目標管理型
の政策評価

左記以外

8 0 0 1 0 8 17

8 0 0 1 0

4 0 0 1 0

4 0 0 0 0

評価対象政策
の重点化等 0 0 0 0 0

評価対象政策
の一部の廃止、
休止又は中止

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

8 0 0 0 0

8

0

8

2

5

0

0

（注） 1 事後評価の結果、平成29年度機構・定員要求に反映したものは4件（機構要求1件、定員要求3件）である。

 2 各評価対象政策の結果及びこれらの政策への反映状況については、総務省ホームページ（http://www.soumu.go.jp/main_content/00

    0482057.pdf）参照

事前分析表の変更なし

未定・検討中等

評価実施件数

政策評価の結果の政策
への反映

これまでの取組を引き続
き推進

評価対象政策の改善・
見直しを実施

評価対象政策を廃止、
休止又は中止

その他

予算概算要求への反映

事前分析表の変更

達成すべき目標を変更

測定指標を変更

その他の変更

未着手・未
了の事業（
公共事業、
政府開発援
助等を対
象）

完了後・終
了時の事業
等（研究開
発課題、公
共事業等を
対象）

計
一般分野の政策を対象

規制を対象
租税特別措
置等を対象

実施中の政策（未着手・未了除く）

評価実施件数

政策評価の結果の政策
への反映

予算概算要求への反映

達成手段を変更
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表6-11 法務省の政策評価の政策への反映状況（事前評価・事後評価）
（事前評価） （単位：件）

公共事業
（官庁営繕
事業等を含
む）を対象

租税特別措
置等を対象

研究開発課
題を対象

規制を対象
政府開発援
助を対象

一般分野の
政策を対象

計

0 0 0 0 0 2 2

0 0 0 0 0 2 2

0 0 0 0 0 2 2

（事後評価） （単位：件）

目標管理型
の政策評価

左記以外

9 1 0 0 0 8 18

9 1 0 0 0

9 1 0 0 0

0 0 0 0 0

評価対象政策
の重点化等 0 0 0 0 0

評価対象政策
の一部の廃止、
休止又は中止

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

9 0 0 0 0

0

0

0

0

0

9

0

（注） 1 事後評価の結果、平成29年度機構・定員要求に反映したものは1件（機構要求1件）である。

 2 各評価対象政策の結果及びこれらの政策への反映状況については、総務省ホームページ（http://www.soumu.go.jp/main_content/00

    0482058.pdf）参照

事前分析表の変更なし

未定・検討中等

評価実施件数

政策評価の結果の政策
への反映

これまでの取組を引き続
き推進

評価対象政策の改善・
見直しを実施

評価対象政策を廃止、
休止又は中止

その他

予算概算要求への反映

事前分析表の変更

達成すべき目標を変更

測定指標を変更

その他の変更

未着手・未
了の事業（
公共事業、
政府開発援
助等を対
象）

完了後・終
了時の事業
等（研究開
発課題、公
共事業等を
対象）

計
一般分野の政策を対象

規制を対象
租税特別措
置等を対象

実施中の政策（未着手・未了除く）

評価実施件数

政策評価の結果の政策
への反映

予算概算要求への反映

達成手段を変更
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表6-12 外務省の政策評価の政策への反映状況（事前評価・事後評価）
（事前評価） （単位：件）

公共事業
（官庁営繕
事業等を含
む）を対象

租税特別措
置等を対象

研究開発課
題を対象

規制を対象
政府開発援
助を対象

一般分野の
政策を対象

計

0 0 0 0 69 0 69

0 0 0 0 69 0 69

0 0 0 0 23 0 23

（事後評価） （単位：件）

目標管理型
の政策評価

左記以外

10 0 0 1 18 0 29

10 0 0 1 18

10 0 0 1 17

0 0 0 0 0

評価対象政策
の重点化等 0 0 0 0 0

評価対象政策
の一部の廃止、
休止又は中止

0 0 0 0 0

0 0 0 0 1

0 0 0 0 0

10 0 0 0 0

6

1

3

6

1

1

3

（注） 1 事後評価の結果、平成29年度機構・定員要求に反映したものは7件（機構要求3件、定員要求7件）である。

 2 各評価対象政策の結果及びこれらの政策への反映状況については、総務省ホームページ（http://www.soumu.go.jp/main_content/00

    0482059.pdf）参照

事前分析表の変更なし

未定・検討中等

評価実施件数

政策評価の結果の政策
への反映

これまでの取組を引き続
き推進

評価対象政策の改善・
見直しを実施

評価対象政策を廃止、
休止又は中止

その他

予算概算要求への反映

事前分析表の変更

達成すべき目標を変更

測定指標を変更

その他の変更

未着手・未
了の事業（
公共事業、
政府開発援
助等を対
象）

完了後・終
了時の事業
等（研究開
発課題、公
共事業等を
対象）

計
一般分野の政策を対象

規制を対象
租税特別措
置等を対象

実施中の政策（未着手・未了除く）

評価実施件数

政策評価の結果の政策
への反映

予算概算要求への反映

達成手段を変更
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表6-13 財務省の政策評価の政策への反映状況（事前評価・事後評価）
（事前評価） （単位：件）

公共事業
（官庁営繕
事業等を含
む）を対象

租税特別措
置等を対象

研究開発課
題を対象

規制を対象
政府開発援
助を対象

一般分野の
政策を対象

計

0 3 0 0 0 0 3

0 3 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0

（事後評価） （単位：件）

目標管理型
の政策評価

左記以外

30 0 0 0 0 0 30

30 0 0 0 0

30 0 0 0 0

0 0 0 0 0

評価対象政策
の重点化等 0 0 0 0 0

評価対象政策
の一部の廃止、
休止又は中止

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

18 0 0 0 0

2

0

2

0

0

28

0

（注） 1 事後評価の結果、平成29年度機構・定員要求に反映したものは4件（機構要求4件、定員要求4件）である。

 2 各評価対象政策の結果及びこれらの政策への反映状況については、総務省ホームページ（http://www.soumu.go.jp/main_content/00

    0482060.pdf）参照

事前分析表の変更なし

未定・検討中等

評価実施件数

政策評価の結果の政策
への反映

これまでの取組を引き続
き推進

評価対象政策の改善・
見直しを実施

評価対象政策を廃止、
休止又は中止

その他

予算概算要求への反映

事前分析表の変更

達成すべき目標を変更

測定指標を変更

その他の変更

未着手・未
了の事業（
公共事業、
政府開発援
助等を対
象）

完了後・終
了時の事業
等（研究開
発課題、公
共事業等を
対象）

計
一般分野の政策を対象

規制を対象
租税特別措
置等を対象

実施中の政策（未着手・未了除く）

評価実施件数

政策評価の結果の政策
への反映

予算概算要求への反映

達成手段を変更
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表6-14 文部科学省の政策評価の政策への反映状況（事前評価・事後評価）
（事前評価） （単位：件）

公共事業
（官庁営繕
事業等を含
む）を対象

租税特別措
置等を対象

研究開発課
題を対象

規制を対象
政府開発援
助を対象

一般分野の
政策を対象

計

0 5 13 0 0 0 18

0 5 13 0 0 0 18

0 0 13 0 0 0 13

（事後評価） （単位：件）

目標管理型
の政策評価

左記以外

7 0 0 0 0 0 7

7 0 0 0 0

3 0 0 0 0

4 0 0 0 0

評価対象政策
の重点化等 4 0 0 0 0

評価対象政策
の一部の廃止、
休止又は中止

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

7 0 0 0 0

7

0

7

2

0

0

0

（注） 1 事後評価の結果、平成29年度機構・定員要求に反映したものは2件（定員要求2件）である。

 2 各評価対象政策の結果及びこれらの政策への反映状況については、総務省ホームページ（http://www.soumu.go.jp/main_content/00

    0482061.pdf）参照

事前分析表の変更なし

未定・検討中等

評価実施件数

政策評価の結果の政策
への反映

これまでの取組を引き続
き推進

評価対象政策の改善・
見直しを実施

評価対象政策を廃止、
休止又は中止

その他

予算概算要求への反映

事前分析表の変更

達成すべき目標を変更

測定指標を変更

その他の変更

未着手・未
了の事業（
公共事業、
政府開発援
助等を対
象）

完了後・終
了時の事業
等（研究開
発課題、公
共事業等を
対象）

計
一般分野の政策を対象

規制を対象
租税特別措
置等を対象

実施中の政策（未着手・未了除く）

評価実施件数

政策評価の結果の政策
への反映

予算概算要求への反映

達成手段を変更
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表6-15 厚生労働省の政策評価の政策への反映状況（事前評価・事後評価）
（事前評価） （単位：件）

公共事業
（官庁営繕
事業等を含
む）を対象

租税特別措
置等を対象

研究開発課
題を対象

規制を対象
政府開発援
助を対象

一般分野の
政策を対象

計

4 12 27 33 0 0 76

4 12 27 33 0 0 76

0 0 27 0 0 0 27

（事後評価） （単位：件）

目標管理型
の政策評価

左記以外

14 7 0 1 16 162 200

14 7 0 1 16

14 7 0 1 15

0 0 0 0 1

評価対象政策
の重点化等 0 0 0 0 1

評価対象政策
の一部の廃止、
休止又は中止

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

13 1 0 0 0

3

0

2

0

1

7

4

（注） 1 事後評価の結果、平成29年度機構・定員要求に反映したものは2件（定員要求2件）である。

 2 各評価対象政策の結果及びこれらの政策への反映状況については、総務省ホームページ（http://www.soumu.go.jp/main_content/00

    0482062.pdf）参照

事前分析表の変更なし

未定・検討中等

評価実施件数

政策評価の結果の政策
への反映

これまでの取組を引き続
き推進

評価対象政策の改善・
見直しを実施

評価対象政策を廃止、
休止又は中止

その他

予算概算要求への反映

事前分析表の変更

達成すべき目標を変更

測定指標を変更

その他の変更

未着手・未
了の事業（
公共事業、
政府開発援
助等を対
象）

完了後・終
了時の事業
等（研究開
発課題、公
共事業等を
対象）

計
一般分野の政策を対象

規制を対象
租税特別措
置等を対象

実施中の政策（未着手・未了除く）

評価実施件数

政策評価の結果の政策
への反映

予算概算要求への反映

達成手段を変更
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表6-16 農林水産省の政策評価の政策への反映状況（事前評価・事後評価）
（事前評価） （単位：件）

公共事業
（官庁営繕
事業等を含
む）を対象

租税特別措
置等を対象

研究開発課
題を対象

規制を対象
政府開発援
助を対象

一般分野の
政策を対象

計

158 24 5 2 0 0 189

158 24 5 2 0 0 189

19 0 5 0 0 0 24

（事後評価） （単位：件）

目標管理型
の政策評価

左記以外

16 1 0 9 77 98 201

16 1 0 9 77

1 1 0 9 58

15 0 0 0 19

評価対象政策
の重点化等 15 0 0 0 19

評価対象政策
の一部の廃止、
休止又は中止

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

16 0 0 0 16

12

2

11

0

0

4

0

（注） 1 事後評価の結果、平成29年度機構・定員要求に反映したものは1件（定員要求1件）である。

 2 各評価対象政策の結果及びこれらの政策への反映状況については、総務省ホームページ（http://www.soumu.go.jp/main_content/00

   0482063.pdf）参照

事前分析表の変更なし

未定・検討中等

評価実施件数

政策評価の結果の政策
への反映

これまでの取組を引き続
き推進

評価対象政策の改善・
見直しを実施

評価対象政策を廃止、
休止又は中止

その他

予算概算要求への反映

事前分析表の変更

達成すべき目標を変更

測定指標を変更

その他の変更

未着手・未
了の事業（
公共事業、
政府開発援
助等を対
象）

完了後・終
了時の事業
等（研究開
発課題、公
共事業等を
対象）

計
一般分野の政策を対象

規制を対象
租税特別措
置等を対象

実施中の政策（未着手・未了除く）

評価実施件数

政策評価の結果の政策
への反映

予算概算要求への反映

達成手段を変更
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表6-17 経済産業省の政策評価の政策への反映状況（事前評価・事後評価）
（事前評価） （単位：件）

公共事業
（官庁営繕
事業等を含
む）を対象

租税特別措
置等を対象

研究開発課
題を対象

規制を対象
政府開発援
助を対象

一般分野の
政策を対象

計

0 32 8 15 0 0 55

0 32 8 15 0 0 55

0 0 8 0 0 0 8

（事後評価） （単位：件）

目標管理型
の政策評価

左記以外

27 0 0 16 7 0 50

27 0 0 16 7

27 0 0 16 7

0 0 0 0 0

評価対象政策
の重点化等 0 0 0 0 0

評価対象政策
の一部の廃止、
休止又は中止

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

27 0 0 0 7

15

0

15

0

2

12

0

（注） 1 事後評価の結果、平成29年度機構・定員要求に反映したものは14件（機構要求2件、定員要求14件）である。

 2 各評価対象政策の結果及びこれらの政策への反映状況については、総務省ホームページ（http://www.soumu.go.jp/main_content/00

    0482064.pdf）参照

事前分析表の変更なし

未定・検討中等

評価実施件数

政策評価の結果の政策
への反映

これまでの取組を引き続
き推進

評価対象政策の改善・
見直しを実施

評価対象政策を廃止、
休止又は中止

その他

予算概算要求への反映

事前分析表の変更

達成すべき目標を変更

測定指標を変更

その他の変更

未着手・未
了の事業（
公共事業、
政府開発援
助等を対
象）

完了後・終
了時の事業
等（研究開
発課題、公
共事業等を
対象）

計
一般分野の政策を対象

規制を対象
租税特別措
置等を対象

実施中の政策（未着手・未了除く）

評価実施件数

政策評価の結果の政策
への反映

予算概算要求への反映

達成手段を変更
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表6-18 国土交通省の政策評価の政策への反映状況（事前評価・事後評価）
（事前評価） （単位：件）

公共事業
（官庁営繕
事業等を含
む）を対象

租税特別措
置等を対象

研究開発課
題を対象

規制を対象
政府開発援
助を対象

一般分野の
政策を対象

計

235 33 30 35 0 15 348

235 33 30 35 0 15 348

14 0 23 0 0 11 48

（事後評価） （単位：件）

目標管理型
の政策評価

左記以外

0 4 0 4 472 99 579

0 4 0 4 472

0 4 0 4 471

0 0 0 0 0

評価対象政策
の重点化等 0 0 0 0 0

評価対象政策
の一部の廃止、
休止又は中止

0 0 0 0 0

0 0 0 0 1

0 0 0 0 0

0 0 0 0 14

0

0

0

0

0

0

0

（注） 1 平成28年度は、目標管理型の政策評価の全施策について、あらかじめ設定した目標等の達成度の実績の測定（モニタリング）を実施し

   ている。 

 2 事前評価の結果、平成29年度機構・定員要求に反映したものは1件（定員要求1件）である。

 3 各評価対象政策の結果及びこれらの政策への反映状況については、総務省ホームページ（http://www.soumu.go.jp/main_content/00

    0482065.pdf）参照

事前分析表の変更なし

未定・検討中等

評価実施件数

政策評価の結果の政策
への反映

これまでの取組を引き続
き推進

評価対象政策の改善・
見直しを実施

評価対象政策を廃止、
休止又は中止

その他

予算概算要求への反映

事前分析表の変更

達成すべき目標を変更

測定指標を変更

その他の変更

未着手・未
了の事業（
公共事業、
政府開発援
助等を対
象）

完了後・終
了時の事業
等（研究開
発課題、公
共事業等を
対象）

計
一般分野の政策を対象

規制を対象
租税特別措
置等を対象

実施中の政策（未着手・未了除く）

評価実施件数

政策評価の結果の政策
への反映

予算概算要求への反映

達成手段を変更
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表6-19 環境省の政策評価の政策への反映状況（事前評価・事後評価）
（事前評価） （単位：件）

公共事業
（官庁営繕
事業等を含
む）を対象

租税特別措
置等を対象

研究開発課
題を対象

規制を対象
政府開発援
助を対象

一般分野の
政策を対象

計

0 4 0 18 0 0 22

0 4 0 18 0 0 22

0 0 0 0 0 0 0

（事後評価） （単位：件）

目標管理型
の政策評価

左記以外

21 0 0 2 0 0 23

21 0 0 2 0

18 0 0 2 0

3 0 0 0 0

評価対象政策
の重点化等 3 0 0 0 0

評価対象政策
の一部の廃止、
休止又は中止

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

3 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

21

（注）  各評価対象政策の結果及びこれらの政策への反映状況については、総務省ホームページ（http://www.soumu.go.jp/main_content/00

 0482066.pdf）参照

事前分析表の変更なし

未定・検討中等

評価実施件数

政策評価の結果の政策
への反映

これまでの取組を引き続
き推進

評価対象政策の改善・
見直しを実施

評価対象政策を廃止、
休止又は中止

その他

予算概算要求への反映

事前分析表の変更

達成すべき目標を変更

測定指標を変更

その他の変更

未着手・未
了の事業（
公共事業、
政府開発援
助等を対
象）

完了後・終
了時の事業
等（研究開
発課題、公
共事業等を
対象）

計
一般分野の政策を対象

規制を対象
租税特別措
置等を対象

実施中の政策（未着手・未了除く）

評価実施件数

政策評価の結果の政策
への反映

予算概算要求への反映

達成手段を変更
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表6-20 原子力規制委員会の政策評価の政策への反映状況（事前評価・事後評価）
（事前評価） （単位：件）

公共事業
（官庁営繕
事業等を含
む）を対象

租税特別措
置等を対象

研究開発課
題を対象

規制を対象
政府開発援
助を対象

一般分野の
政策を対象

計

0 0 0 1 0 0 1

0 0 0 1 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0

（事後評価） （単位：件）

目標管理型
の政策評価

左記以外

6 0 0 0 0 0 6

6 0 0 0 0

6 0 0 0 0

0 0 0 0 0

評価対象政策
の重点化等 0 0 0 0 0

評価対象政策
の一部の廃止、
休止又は中止

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

6 0 0 0 0

3

0

3

0

0

3

0

（注） 1 事後評価の結果、平成29年度機構・定員要求に反映したものは4件（機構要求2件、定員要求4件）である。

 2 各評価対象政策の結果及びこれらの政策への反映状況については、総務省ホームページ（http://www.soumu.go.jp/main_content/00

    0482069.pdf）参照

事前分析表の変更なし

未定・検討中等

評価実施件数

政策評価の結果の政策
への反映

これまでの取組を引き続
き推進

評価対象政策の改善・
見直しを実施

評価対象政策を廃止、
休止又は中止

その他

予算概算要求への反映

事前分析表の変更

達成すべき目標を変更

測定指標を変更

その他の変更

完了後・終
了時の事業
等（研究開
発課題、公
共事業等を
対象）

計
一般分野の政策を対象

規制を対象
租税特別措
置等を対象

実施中の政策（未着手・未了除く） 未着手・未
了の事業（
公共事業、
政府開発援
助等を対
象）

評価実施件数

政策評価の結果の政策
への反映

予算概算要求への反映

達成手段を変更
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表6-21 防衛省の政策評価の政策への反映状況（事前評価・事後評価）
（事前評価） （単位：件）

公共事業
（官庁営繕
事業等を含
む）を対象

租税特別措
置等を対象

研究開発課
題を対象

規制を対象
政府開発援
助を対象

一般分野の
政策を対象

計

0 5 8 0 0 0 13

0 5 8 0 0 0 13

0 0 7 0 0 0 7

（事後評価） （単位：件）

目標管理型
の政策評価

左記以外

0 0 0 5 0 0 5

0 0 0 5 0

0 0 0 5 0

0 0 0 0 0

評価対象政策
の重点化等 0 0 0 0 0

評価対象政策
の一部の廃止、
休止又は中止

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

（注） 1 平成28年度は、目標管理型の政策評価の全施策について、あらかじめ設定した目標等の達成度の実績の測定（モニタリング）を実施し

   ている。

 2 各評価対象政策の結果及びこれらの政策への反映状況については、総務省ホームページ（http://www.soumu.go.jp/main_content/00

    0482070.pdf）参照

事前分析表の変更なし

未定・検討中等

評価実施件数

政策評価の結果の政策
への反映

これまでの取組を引き続
き推進

評価対象政策の改善・
見直しを実施

評価対象政策を廃止、
休止又は中止

その他

予算概算要求への反映

事前分析表の変更

達成すべき目標を変更

測定指標を変更

その他の変更

未着手・未
了の事業（
公共事業、
政府開発援
助等を対
象）

完了後・終
了時の事業
等（研究開
発課題、公
共事業等を
対象）

計
一般分野の政策を対象

規制を対象
租税特別措
置等を対象

実施中の政策（未着手・未了除く）

評価実施件数

政策評価の結果の政策
への反映

予算概算要求への反映

達成手段を変更
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表 7 平成 28 年度に休止又は中止することとした公共事業等           （単位：百万円） 

(注)1 丹生ダム建設事業は、ダム検証を進めるに当たり、現在保有している技術情報等の範囲内で、渇水対策容量を
丹生ダムで確保する案(A 案)及び渇水対策容量を琵琶湖で確保する案（B案）について、ダム諸元の設定を行い、
以下のとおり、二つの案を検討対象としている。そのため、本表においても 2案における総事業費及び残事業費
を記載している。 

A 案：ロックフィルダム 堤高 118m 堤頂長 391m  
総貯水容量 約 84,500 千㎥ 有効貯水容量約 77,500 千㎥ 

B 案：重力式コンクリートダム 堤高 89m 堤頂長 300m 
総貯水容量 約 36,700 千㎥ 有効貯水容量約 36,000 千㎥ 

  2 合計欄の（）外の数値は、国土交通省のダム事業が A案の場合のものであり、（）内の数値は、B案の場合のも
のである。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共事業等名 個別事業名 分類 総事業費 残事業費 

外務省 1事業 

政府開発援助（円借

款） 

カモジャン地熱発電所

拡張計画（E/S）（インド

ネシア共和国） 

休止 995 995 

国土交通省 1事業 

ダム事業 

丹生ダム建設事業（独

立行政法人水資源機

構） 

中止 
A 案：171,740 

B 案：131,110 

A 案：113,955 

B 案： 73,325 

合計 2 事業 ─ 
172,735

（132,105） 

114,950 

（74,320） 
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表 8 法施行後の公共事業等の休止又は中止事業数、総事業費 

（上段：事業数、下段：総事業費（単位：億円）） 

年度 外務省 厚生労働省 農林水産省 経済産業省 国土交通省 合計 

平成 

14 
― ― 

8 

（338） 
― 

37 

（11,353）

45 

（11,691）

15 
4 

（505） 

2 

（194） 

1 

（14） 

3 

（1,217） 

43 

（6,940） 

53 

（8,870） 

16 
3 

（481） 

1 

（68） 

3 

（17） 

2 

（1,430） 

16 

（1,330） 

25 

（3,326） 

17 ― 
5 

（1,540） 

13 

（238） 

1 

（435） 

22 

（6,188） 

41 

（8,401） 

18 ― 
8 

（1,398） 

3 

（56） 

4 

（685） 

13 

（919） 

28 

（3,058） 

19 
1 

（60） 

3 

（186） 

4 

（59） 
― 

5 

（324） 

13 

（629） 

20 ― 
3 

（722） 

4 

（37） 

3 

（335） 

12 

（1,722） 

22 

（2,816） 

21 ― 
2 

（21） 

3 

（49） 

1 

（171） 

8 

（2,353） 

14 

（2,594） 

22 
1 

（159） 

4 

（803） 

1 

（14） 
― 

3 

（5） 

9 

（981） 

23 
1 

（2） 
― 

6 

（211） 
― 

10 

（2,534） 

17 

（2,746） 

24 ―
4 

（145） 

2 

（122） 
― 

15 

（4,468） 

21 

（4,735） 

25 
1 

(195) 

1 

(6) 

2 

(75) 
― 

10 

(2,307) 

14 

(2,583) 

26 ―
5 

(460) 
― ― 

1 

(―) 

6 

(460) 

27 ― 
4 

(251) 

1 

(27) 
― 

3 

(923) 

8 

(1,201) 

28 
1 

(10) 
― ― ― 

1 

(A案:1,717 

B案:1,311） 

2 

(1,727） 

＜1,321＞ 

合計 
12 

（1,412） 

42 

（5,794） 

51 

（1,257） 

14 

（4,273） 

199 

（43,083） 

＜42,677＞ 

318 

（55,818） 

＜55,412＞ 

（注）1 総事業費は、行政機関ごとに 1 億円未満を四捨五入して記載しているため、行政機関ごとの総事業費
の合計額と合計欄（右欄）に記載された金額は一致しない場合がある。 

2 外務省の総事業費は、政府開発援助の供与限度額としている。 
3 平成 25 年度における国土交通省の 10 事業のうち 1 事業は、事業全体の一部（整備計画区間から既成
区間を除いた区間）が評価対象であるが、総事業費は、既成区間と併せて一括採択された事業費である。 
4 平成 26 年度における国土交通省の 1 事業は、実施計画調査段階であり、事業の具体的な内容の検討を
行っていた状況であり、総事業費については未定であったことから、総事業費は計上していない。 
5 平成 28年度における国土交通省の 1 事業（丹生ダム建設事業）は、ダム検証を進めるに当たり、現在
保有している技術情報等の範囲内で、渇水対策容量を丹生ダムで確保する案(A 案)及び渇水対策容量を
琵琶湖で確保する案（B 案）について、ダム諸元の設定を行い、以下のとおり、二つの案を検討対象と
している。そのため、本表においても 2 案における総事業費を記載している。 

A案：ロックフィルダム 堤高 118m 堤頂長 391m  
総貯水容量 約 84,500 千㎥ 有効貯水容量約 77,500 千㎥  
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表 9 政策評価結果を踏まえた政策への反映の事例 

○ 評価対象政策の改善・見直しを実施することとしたもの 

名称 評価結果を踏まえた政策への反映状況（主なもの） 

電子政府・電子自治体の

推進 

〔総務省〕 

【次期評価期間に向け測定指標を変更したもの】

 本政策のうちの施策の達成すべき目標「総務省所管府省共通情報シ

ステム等の適切な構築・運用等を通した電子政府の推進を図ること」

に係る指標「情報システム統一研修の受講者数」については、平成 27

年度目標値（10,000 人以上）を達成（平成 27年度実績：31,096人）

できた。

 これは、①各府省の情報セキュリティへの急速な関心の高まりを踏

まえた課題別研修コースの充実、②受講者数の増加に対応できる研修

枠の確保、③研修内容の周知などが要因であると分析できる。

これを踏まえ、次期評価期間では、より高度なＩＴ人材の育成を目

的とした研修に重点を置くこととし、測定指標について、単なる受講

者数ではなく、より高度なＩＴ人材の育成度合いが分かる測定指標に

変更することとした。

グローバルマーケット

の戦略的な開拓 

〔農林水産省〕 

【評価結果を踏まえ、達成手段拡充のための予算要求を行ったもの】 

本政策のうちの施策の達成すべき目標「官民一体となった農林水産

物・食品の輸出促進」に係る測定指標「農林水産物・食品の輸出額」

については、平成 27年の実績が 7,451 億円となり、28年に 7,000 億

円という中間目標を 1年前倒しで達成し、「Ａ（おおむね有効）」とな

った。 

こうした状況を更に加速するため、「日本再興戦略」で 2020 年（平

成 32 年）に「農林水産物・食品の輸出額」を 1 兆円とする目標を、

「未来への投資を実現する経済対策」において、平成 31 年に 1 年前

倒し達成を目指すこととされた。 

これらを踏まえ、平成 28年 5月に策定した「農林水産業の輸出力

強化戦略」に掲げた施策を着実に実施し、更なる輸出促進を図るた

め、海外市場のニーズ把握や需要の掘り起こしに向けたプロモーシ

ョン、国内の農林漁業者・食品事業者の販路開拓のための相談体制の

強化や商談会出展等への支援を行うとともに、同年 11 月に策定した

「農林水産物輸出インフラ整備プログラム」に基づくハード・ソフト

両面のインフラ整備の推進等を行うための予算要求を行った。

B案：重力式コンクリートダム 堤高 89m 堤頂長 300m 
総貯水容量 約 36,700 千㎥ 有効貯水容量約 36,000 千㎥ 

6 合計欄における（）内の数値は、平成 28 年度における国土交通省の 1事業が A案の場合のものであり、
＜＞内の数値は、B案の場合のものである。 
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○ 評価結果を踏まえ、事業を休止・中止することとしたもの 

名称 個別事業名等 評価結果を踏まえた政策への反映状況

政府開発援助

（円借款）

〔外務省〕

カモジャン地熱発

電 所 拡 張 計 画

（E/S）（インドネ

シア共和国）

【評価結果を踏まえ、事業を休止することとしたもの】

 本借款は、インドネシア共和国の西ジャワ州における

地熱発電所の増設事業に係るエンジニアリング・サービ

ス（詳細設計、入札補助及び他の地熱地域に係る調査）

を対象としたものである。

しかし、地熱発電所増設に必要となる森林使用の許認

可取得が、インドネシア共和国側の都合によりめどが立

たないことから、事業の進捗が困難となり、当分の間、

休止することとした。

なお、現在、支援中止に向けてインドネシア共和国政

府と協議中である。

ダム事業

〔国土交通省〕

丹生ダム建設事業

（独立行政法人水

資源機構）

【評価結果を踏まえ、事業を中止することとしたもの】

 独立行政法人水資源機構及び近畿地方整備局は、本事

業に係るダム検証において、本事業の目的（ⅰ洪水調節、

ⅱ流水の正常な機能の維持及びⅲ異常渇水時の緊急水

の補給）のうち、①ⅰ及びⅱについては、「ダム建設を

含む案」は有利とならないこと、②ⅲについては、「ダ

ム建設案」が最も有利となったが、関係府県から水需要

の社会情勢の変化を踏まえると緊急性が低いとする意

見が出されたことを踏まえ、総合的に判断し、事業を中

止とする対応方針（案）を決定した。

 国としては、有識者会議の意見を踏まえて、上記の検

討結果が妥当であることを確認し、本事業に係る対応方

針を「中止」とすることとした。

なお、中止後の地域振興については、これまでのダム

事業の経緯を踏まえ、関係機関とともに実施する。
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2 評価専担組織としての総務省が行う政策の評価

(1) 政策の評価に関する計画 

  各行政機関の枠を超えた評価専担組織としての総務省は、法第 12 条において、ⅰ）

各行政機関の政策について、政府全体としての統一性を確保する見地から、又は総

合的な推進を図る見地から、統一性又は総合性を確保するための評価を行う（第 1

項）とともに、ⅱ）各行政機関の政策評価の実施状況を踏まえ、政策評価の客観的

かつ厳格な実施を担保するための評価を行う（第 2項）ことと規定されている。こ

れらの評価に関しては、法第 13 条第 1 項において、総務大臣は、毎年度、当該年

度以降の 3 年間についての法第 12 条第 1 項及び第 2 項の規定による評価に関する

計画を定めなければならないと規定され、また、法第 13 条第 2 項において、この

計画で定めなければならない事項が規定されている。 

  総務省は、平成 28 年度以降の 3 年間についての政策の評価に関する計画を、以

下のとおり定め、28 年 4 月策定の行政評価等プログラムに掲載し、法第 12 条の規

定に基づく評価を重点的かつ計画的に実施することとしている。 

表10 総務省が行う政策の評価に関する計画 

計画の

名 称 
総務省が行う政策の評価に関する計画 

計画の

主な規

定内容

① 評価の実
施に関する
基本的な方
針

○ 各行政機関の政策について、重要性・必要性等を見極めた上で統一性を確
保するための評価（統一性確保評価）又は総合性を確保するための評価（総
合性確保評価）を積極的に実施する。

○ 行政機関による再評価等の実施の必要性の認定及びこれを踏まえた政策評
価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価活動については、次のとお
り取り組む。
① 各行政機関における政策評価の実施状況について、管区行政評価局・行
政評価事務所の現地調査機能も活用し、情報の収集・分析を行う。

② 各行政機関が実施した政策評価について、必要な点検を行う。
② 平成28年
度から30年
度までの3年
間に実施又
は実施を検
討する評価
のテーマ

◇ 統一性又は総合性を確保するための評価
 ・ 障害者施策に関する政策評価
 ・ 女性の活躍推進に関する政策評価
 ※ 平成27年度から引き続き実施 

・ グローバル人材育成の推進に関する政策評価 
  ※ 平成28年度から着手 

・ クールジャパンの推進に関する政策評価
・ 農林漁業の 6次産業化の推進に関する政策評価

③ 評価の実
施に関する
重要事項

○ 評価の実施に当たっては、評価の中立性及び公正性の確保並びに評価の質
の向上を図る観点から、学識経験者の知見を活用する。その際、特に、評価
の設計や分析に関し、政策評価審議会の調査審議に付議する。

○ 勧告に対する各行政機関の改善措置状況をフォローアップし、政策への反
映状況と政策効果を十分に確認する。

○ 「政策評価に関する情報の公表に関するガイドライン」を踏まえて、総務
省が行う政策の評価に関する情報を公表する。

なお、総務省は、法第13条に基づく計画について、行政を取り巻く情勢の変化を踏まえ

て毎年度ローリング方式による見直し・改定を行っており、平成29年度以降3年間で実施

する予定の政策評価テーマ等については、29 年 4 月策定の行政評価等プログラムに掲

載し、公表している。また、総務省が行う政策の評価のテーマについては、以下のホ

ームページで国民からの意見・要望を広く求めている。

（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/kyotsu_n/gyouseihyouka_pg.html）
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(2) 政策の評価の実施状況等 

ア 統一性又は総合性を確保するための評価 

総務省は、平成 28 年度において、統一性又は総合性を確保するための評価に

ついて、3 テーマを実施した。この 3 テーマについては、評価を実施中である。 

なお、平成 27 年度に評価の結果を取りまとめた「食育の推進に関する政策評

価」については、評価の結果の政策への反映状況が総務省に報告されている。 

これらの状況の概要は表 11 及び表 12 のとおりである。 

  

表11 評価を実施中のテーマ等 

テーマ名 評価計画の概要 

グローバル人
材育成の推進
に関する政策
評価（総合性
確保評価） 

＜目的＞ 
○ 企業が海外展開を進める中でグローバル人材の確保が依然として大きな
経営課題とされているなど、グローバル人材育成の進捗が懸念される状況 

○ グローバル人材育成の推進に関する政策について、総体としてどの程度
効果を上げているかなどの総合的な観点から評価を行い、関係行政の今後
の在り方の検討に資するために実施 

＜調査等対象機関＞ 
 法務省、外務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、都
道府県、市町村、関係団体等 

クールジャパ
ンの推進に関
する政策評価
（総合性確保
評価） 

＜目的＞ 
○ 伝統文化・地域文化など、日本の豊かな文化を背景としたコンテンツ、
日本食・日本産酒類などの「日本の魅力」を効果的に発信し、産業育成や
海外需要の取り込みに結実させるためのクールジャパンの推進は、「日本再
興戦略-JAPAN is BACK-」において、国家戦略として位置付けられ、官民一
体となって取組を強化 

○ クールジャパンの推進に関する政策について、総体としてどの程度効果
を上げているかなどの総合的な観点から評価を行い、関係行政の今後の在
り方の検討に資するために実施 

＜調査等対象機関＞ 
 内閣府、総務省、外務省、財務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、
国土交通省、環境省、独立行政法人、都道府県、市町村、関係団体等 

農林漁業の6
次産業化の推
進に関する政
策評価（総合
性確保評価） 

＜目的＞ 
○ 政府方針では、6次産業化の目標（KPI）は、市場規模を2020年（平成32
年）に10兆円とするなどとされており、直近の実績値は、平成26年度で5.1
兆円。他方、六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画の進捗状況
は、「概ね事業計画どおりに事業を実施中」33％、「事業計画に比べ遅れが
あるものの事業を実施中」62％であり、「計画した事業が実施されていない」
も5％の状況 

○ 農林漁業の6次産業化の推進に関する政策について、総体としてどの程度
効果を上げているかなどの総合的な観点から評価を行い、関係行政の今後
の在り方の検討に資するために実施 

＜調査等対象機関＞ 
 農林水産省、経済産業省、内閣府、総務省、国土交通省、都道府県、市町
村、（株）農林漁業成長産業化支援機構、（独）中小企業基盤整備機構、関
係団体等 
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表12 評価の結果の政策への反映状況等 

テーマ名 
食育の推進に関する政策評価（総合性確保評価）

（意見通知・公表日：平成 27年 10月 23日） 

関係行政機関 内閣府、文部科学省、厚生労働省、農林水産省

（注） 「関係行政機関」欄には、総務省が法第16 条第2項に基づき必要な意見を付した評価書を送付した行政機関を記載
した。なお、平成28年4月から、内閣府が担当していた食育推進業務については、内閣府から農林水産省に移管され
た。 

政策の評価の観点及び結果 

○ 評価の観点 
食育の推進に関する政策が、総体としてどの程度効果を上げているかなどの総合的な

観点から評価 

○ 評価の結果及び意見通知の概要 
・ 食育の推進に関する政策については、第 2 次食育推進基本計画において設定された

11の目標のうち、目標を達成したものが二つにとどまることなどから、目標の達成度
としては「進展が大きくない」と判定される。 

・ ⅰ）第 2 次食育推進基本計画の目標が都道府県食育推進計画の目標として設定され
ていないものがみられ、必ずしも国の目標と全く同じ目標を設定する必要はないもの
の、食育を国民運動として推進するため、都道府県の理解の下、共通の目標を掲げ協
力して取り組むことが有効であること、ⅱ）栄養教諭の配置が学校における食育に関
する体制の整備に寄与していると考えられる一方、児童の朝食欠食率の減少への寄与
が明確に把握できなかったなどの評価結果を踏まえ、目標設定の支援や栄養教諭配置
の効果把握等必要な意見を通知した。 

主な意見 主な政策への反映状況 

1  都道府県の目標設定の支

援（内閣府） 

都道府県が国と連携した

目標の設定を検討すること

を支援することが適当 

国と都道府県が一体となって食育を推進していくため、平

成 27年 12月 21日に都道府県食育推進担当主管課長会議を開

催し、第 3次食育推進基本計画（平成 28年 3月作成）の骨子

を説明し、第 3 次食育推進基本計画の個別目標ごとに、目標

設定の必要性等について、資料を用いて丁寧に説明した。 

（内閣府）

また、食育をめぐる状況等のデータを追加した「第 3 次食

育推進基本計画参考資料集」を平成 28 年 3 月末に作成し、6

月に農林水産省ホームページに掲載し、都道府県が国と連携

した目標設定を検討する際に具体的な検討が進むよう参照で

きるようにした。 

さらに、地方農政局等が主催する第 3 次食育推進基本計画

の地域説明会等都道府県食育担当の参加する各種会議におい

て、農林水産省より当該資料集を紹介しつつ第 3 次食育推進

基本計画の目標等について丁寧に説明し、都道府県が目標の

設定を検討するための支援を行った。 

都道府県食育推進計画において、その計画の改定に際し、

第 3 次食育推進基本計画の趣旨を踏まえ、国の目標と合わせ

た目標を新たに設定する取組を始めている都道府県がある。 

（農林水産省）
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2   望ましい食生活や食育の

実践に支障となる状況が生

じていることへの対応（内

閣府） 

生活スタイルの変化や一

人暮らし高齢者の増加など

家族の状況も様々になって

きており、こうした様々な

状況へ対応した食育を推進

していくことが適当 

3  栄養教諭制度の効果の把

握等（文部科学省） 

栄養教諭は学校における

食育の中核を担っているこ

とから、栄養教諭等の配置

による効果を把握すること

が適当 

学校における食に関する

指導をより充実させるため

にも、全体計画の評価の実

施について指導することが

適当 

第 3 次食育推進基本計画においては、特に若い世代におい

て食に関する知識や意識等の面で他の世代より課題が多いこ

とや、家庭生活の状況が多様化する中で、家族や個人の努力

のみでは健全な食生活の実践につなげていくことが困難な状

況も見受けられることを踏まえ、今後 5 年間に特に取り組む

べき重点課題の中に、「若い世代を中心とした食育の推進」及

び「多様な暮らしに対応した食育の推進」を盛り込み、食育

を推進することとした。 

（内閣府）

平成 28 年度は、「食育月間」実施要綱に、若い世代に対す

る食育の推進と多様な暮らしに対応した地域や所属するコミ

ュニティ等を通じた共食の機会の提供を明記した。当該「食

育月間」に基づく地域の主な取組実績について各都道府県や

指定都市から情報を収集し、農林水産省のホームページで情

報提供している。 

また、特に共食をテーマにしたアニメーションとのタイア

ップを実施することにより、若い世代に向け共食の楽しさ・

大切さについて情報発信したほか、貧困の状況にある子供達

に対する食育の観点での支援に関する事例について、他地域

での展開の参考になるような情報提供を食育白書を通じて行

った。 

（農林水産省）

文部科学省が設置した食育指導体制に関する調査研究協力

者会議において、スーパー食育スクール事業の指定校を中心

に、栄養教諭が配置されている小学校、中学校及び特別支援

学校を対象に実地調査を行い、「食育指導体制に関する調査研

究報告書」（平成 28 年 3 月）を取りまとめ、児童生徒等に対

する指導、教職員間の連携・協力、家庭・地域に対する貢献

といった中で、栄養教諭の配置による効果が把握された。

また、平成 28年度も栄養教諭を中心に外部の専門家等と連

携し、食育の多角的効果について検証を行い、実践モデルを

構築することを目的としたスーパー食育スクール事業によ

り、栄養教諭のより効果的な活用方法について検討を行って

いる。

平成 28年度に、文部科学省が主催する都道府県・指定都市

教育委員会の食育行政の担当者を対象とした会議や食育の指

導者を対象とした研修、各教育委員会が主催する研修・講習

会など、全国約 20か所で食に関する指導に係る全体計画に基

づく取組状況について、評価を実施するよう周知を図った。 

各学校では、健康診断や体力測定の結果や、教職員や児童

生徒、保護者へのアンケート調査等を踏まえ、定期的に開催

する会議において評価を実施したり、学校教育法(昭和 22 年

法律第 26 号)に基づく学校評価の中に位置付けて評価を実施

したりしている。
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食生活学習教材につい

て、更に学校現場の意見を

反映させた内容の充実を図

り、その利用を促進するこ

とが適当 

4  内臓脂肪症候群（メタボ

リックシンドローム）に係

る第 2 次食育推進基本計画

における目標の見直し並び

に糖尿病予防戦略事業及び

8020 運動推進特別事業の効

果の把握（内閣府・厚生労

働省） 

第 2 次食育推進基本計画

の目標である「内臓脂肪症

候群（メタボリックシンド

ローム）の予防や改善のた

めの適切な食事、運動等を

継続的に実践している国民

の割合」については、目標

を見直すことが適当 

（内閣府・厚生労働省） 

また、糖尿病予防戦略事

業及び 8020運動推進特別事

業は、中間段階での指標や

具体的な活動実績に基づ

き、事業の効果を把握する

ことが適当 

（厚生労働省） 

小学生向けの食育の教材については、現場の意見を反映し

て新たな教材を作成し、全国の小学校に配付するとともに、

平成 28年 3月に文部科学省のホームページに掲載した。この

教材については、教育委員会等が独自に増刷・配布して活用

している例や、本教材の内容をそれぞれの地域・学校に合わ

せた独自の内容に変更して活用している例がある。なお、学

校現場での活用が図られるよう、より加工しやすい電子デー

タを同省のホームページに掲載している。

（文部科学省）

第 3 次食育推進基本計画においては「生活習慣病の予防や

改善のために、ふだんから適正体重の維持や減塩等に気をつ

けた食生活を実践する国民の割合」を目標とし、内臓脂肪症

候群（メタボリックシンドローム）のみならず、エネルギー

や食塩の過剰摂取等に代表されるような栄養等の偏り、朝食

欠食等の食習慣の乱れに起因する、肥満ややせ・低栄養等生

活習慣病全般の予防や改善のための食生活の実践状況を把握

するとともに、健康寿命の延伸につながる食育を推進するこ

ととした。 

（内閣府・厚生労働省）

上記目標については、平成 28年度において、69.9％であり、

32年度目標(75％)の達成に向けて、食生活指針の普及、食生

活改善運動の展開、スマート・ライフ・プロジェクトによる

企業との連携等を実施しているところ。 

（農林水産省・厚生労働省）

糖尿病予防戦略事業については、平成 27 年度に実施要綱を

改正し、都道府県等が事業実施後、最終的に目標がどの程度

達成されたのか評価を行い、厚生労働省に報告するよう見直

しを行った。 

その結果、平成 27 年度に同事業を実施した 49 地方公共団

体については、厚生労働省に、効果の達成状況についての報

告があり、44地方公共団体では、おおむね目標を達成してい

るところ。目標を達成していない 5地方公共団体に対しては、

達成できなかった理由を聴取し、本年度以降に事業を実施す

る地方公共団体の参考となるよう、情報共有を図っていくこ

ととしている。 

8020運動推進特別事業については、学術的な見解も踏まえ

ながら、口腔機能に着目した評価指標を引き続き検討する。 

また、事業の効果については、都道府県ごとに評価を行う

こととし、「よく噛む」ことを目標として、歯科保健指導等を

行う成人歯科健診プログラムの受診者の多くに意識の改善が

みられたなどの報告を受けている。 

（厚生労働省）
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5  農林漁業体験を経験した

国民の割合に係る第 2 次食

育推進基本計画における目

標の測定値の把握方法等の

見直し（農林水産省） 

第 2 次食育推進基本計画

の目標である「農林漁業体

験を経験した国民の割合」

については、測定値の把握

方法その他適切な見直しを

行うことが適当 

イ 政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価活動

総務省は、平成 28 年度に、政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するため

の評価活動として、表 13 のとおり、各行政機関が実施した政策評価について点

検した。 

表 13 政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価活動の実施状況 

平成28年度における点検活動の実施状況 
【租税特別措置等に係る政策評価の点検】 

第 3 次食育推進基本計画において、農林漁業体験を経験し

た国民の割合の目標値について、把握する調査の対象が「世

帯」の割合であることが明確となるよう見直しを行った。 

上記目標については、平成 28年度において、30.6％であり、

32年度の目標（40％）達成に向けて、地域における農林漁業

体験機会の提供等を支援する事業等を実施しているところ。 

（農林水産省）

租税特別措置等に係る政策評価の点検は、総務省が、毎年度の税制改正要望の際に各行

政機関が実施する租税特別措置等に係る政策評価を客観的・厳格に点検することで、税制

改正作業に対し有用な情報を提供するとともに、国民への説明責任を果たすことを目的と

して実施している。平成 28 年度において、各行政機関（13 行政機関）が 29 年度税制改正

要望に際し行った租税特別措置等に係る政策評価は 129 件（注）（事前評価 89 件、事後評価

40件）であった。

事前評価のうち、その実施が義務付けられている政策に係るもの 71 件（11 行政機関）

について重点的に点検を実施し、平成 28 年 10 月 25 日に点検結果を税制改正作業に提供

するとともに、各行政機関に通知し、公表した。

具体には、「租税特別措置等に係る政策評価の実施に関するガイドライン」（平成 22 年 5

月 28 日政策評価各府省連絡会議了承）において評価書に記載が求められている項目の中

から、政策目的に向けた手段としての「有効性」に重点を置き、点検項目として「達成目

標」、「適用数等」、「減収額」及び「効果」を設定し、点検を実施した。

点検の結果、全ての点検項目において分析・説明の内容が一定水準に達しているものは

なかったが、点検の過程で示された各行政機関の補足説明により、一定水準に達した点検

項目数は改善しており、政策評価の質が改善した。

他方、租税特別措置等の適用数や効果が全く把握・予測されていないなど評価として著

しく不十分なもの（要望の内容が固まっていないため、必要な分析がなされていないもの

を含む。）が11件あった。

また、それぞれの点検項目に着目すると、多くの評価書において「適用数等」や「効果」

に課題があった。

指摘した課題の主な内容は、次のとおりである。
○ 適用数の実績が、前回評価時の将来見込みの想定と異なるなど、僅少となっており、
効果の分析・説明も不十分である。

○ 一定の適用実態はあるものの、その効果が目標の達成に十分に寄与し、目標が達成
されることが明らかにされていない。

（注） 平成 28 年 9 月 15 日までに総務大臣に送付された租税特別措置等に係る政策評価書であ
り、共同要望で主管省庁ではない事項に係る事前評価書の数を除く。
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【公共事業に係る政策評価の点検】 
  公共事業に係る政策評価の点検は、公共事業を所管する各行政機関とは異なる評価専担

組織としての立場から、各行政機関が行った公共事業に係る政策評価の実施状況について
点検し、評価のやり直しや費用対効果分析マニュアル等の改定等の必要な改善を各行政機
関に求めるものである。 
平成 28 年度は、各行政機関が行った公共事業に係る政策評価について、管区行政評価

局等における現地調査機能を活用した情報の収集・分析を行うとともに、政策評価審議会

の委員等の学識経験者の知見（注 1）を活用しながら、3 つの観点（①完了後の事後評価の効

果的な活用（注 2）、②類似事業の評価のより効果的な実施、③費用便益分析の的確な実施）

を設定した上で点検対象を絞り込み、重点的に点検を行った。 

点検対象とした政策評価は、2 行政機関に係る 5 事業区分 37 件（事前評価・再評価 18

件、完了後の事後評価 19 件）であり、点検結果を平成 29 年 3 月 30 日に関係行政機関に

通知し、公表した。 

当該点検では、事前評価・再評価 5事業区分 18件のうち、5事業区分 8件について、個

別の指摘を行った。また、費用対効果分析マニュアル等の改定等、事業区分等に共通する

延べ 11件の指摘を行った。 

指摘の主な内容は、以下のとおりである。 

   ○  事業の実態と評価の内容がかい離している。 

○ 評価マニュアルに沿った便益の算定が行われていない。 

○ 地域の市場相場を考慮した便益の算定が行われていない。 

また、平成 27 年度点検（平成 28 年 3 月 28 日通知・公表）における指摘に対する関係

行政機関の対応状況は、以下のとおりである。 

○ 個別の評価に係る指摘 8件について、評価のやり直しなど全て対応済み 

○ 事業区分等に共通する指摘 13 件のうち、評価マニュアルの改定や運用改善など 8

件が対応済みであり、5件が対応中 

（注）1 政策評価審議会（平成 28年 4月政策評価制度部会に公共事業評価ワーキング・グルー

プを設置）で点検を通じて把握した課題の分析及び改善方策を検討 

2 観点①関係は、別途、政策評価審議会政策評価制度部会において改善方策を中間取り

まとめ（平成 29年 3月 6日）【前記Ⅱ- 3（14ページ）参照】
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